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＜＜＜ 今週の目次 ＞＞＞ 

【１】注目のニュース 

【２】株式市場 

【３】先物・オプション市場 

【４】日本取引所グループの IR情報 

【５】その他 

※本号では、証券取引等監視委員会からの寄稿を掲載しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※ 以下については、証券取引等監視委員会のウェブサイト掲載にあたり、上記 

目次【５】その他 ◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.253を抜粋しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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【５】その他 
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◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.253 

 

1. 株式会社Ｎ・フィールド社員から伝達を受けた者による内部者取引及び当該社員による

公開買付けの実施に関する事実に係る伝達行為に対する課徴金納付命令の勧告について 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、取引調査の結果に基づいて、

令和 5年 2月 28日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いまし

た。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-1.html 

 

【事案の概要】 

本件は、ユニゾン・キャピタル株式会社が株式会社Ｎ・フィールド（以下「Ｎ社」といいま

す。）株式の公開買付けを行うにあたり、Ｎ社の社員であった課徴金納付命令対象者（以下

「対象者」といいます。）（2）が、職務上知り得た当該公開買付け実施に関する事実（以下

「本件事実」といいます。）を、知人である対象者（1）に伝達し、対象者（1）が本件事実

の公表前にＮ社株式を買い付けたものです（インサイダー取引規制違反）。 

 対象者（2）は、知人である対象者（1）に対し、本件事実の公表前にＮ社株式の買付けを

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-1.html


させることにより対象者（1）に利益を得させる目的をもって、本件事実を伝達していまし

た（情報伝達規制違反）。 

  

【事案の特色】 

本件は、規範意識を強く持って行動すべき上場会社の社員が、職務上知り得た内部情報を悪

用し、知人に儲けさせてあげようと情報を伝達し、その知人がインサイダー取引を行った事

案です。 

  

【証券監視委からのメッセージ】 

本件の課徴金額は、情報を伝達した社員が 17万円、インサイダー取引を行った知人が 34万

円と比較的少額ですが、証券監視委は、取引規模や利得額の多寡にかかわらず幅広く不公正

取引を監視しています。たとえ少額の取引であったとしても、課徴金調査の対象となること

を改めて周知することにより、違反行為を抑止する効果に期待したいと思います。 

 

2. Mt.light（MTL）の代表者 1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び

停止命令発出の申立てについて 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、令和 4年 12月 9日、東京地

方裁判所に対して、Mt.light（以下「MTL」といいます。）（法人の実在としてはマレーシア

のラブアン島に所在する OS-Laugh Marketing Ltd.（以下「OS社」といいます。））の President

（代表者）として活動している山本紘士（やまもとこうじ、以下「山本」といいます。）に

金融商品取引法違反行為（無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと）の禁止及

び停止を命ずるよう申立てを行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20221209-2.html 

 

【事案の概要】 

MTLと称して OS社が提供している FX取引の概要は、以下のとおりです。 

 

・顧客が、口座開設フォームから MTL証券口座の開設を行い、証拠金の預入先として指定さ

れた合同会社イーコレペイメント（業務執行社員は山本のみ。以下「イーコレ社」といいま

す。）名義の銀行口座に証拠金を入金すると、その証拠金額が MTL証券口座に反映され、そ

の後は、MTLFXという自動売買システムに基づき、自動的に FX取引が行われます。 

・顧客は、この自動売買システムに基づき、売買注文の発注先（取引の相手方）である OS

社と相対で取引を行います。 

・OS 社は、為替変動リスク回避のため、顧客から受けた注文と同じ数量の注文をカバー取

引先に発注します（いわゆるカバー取引を行います）。 

 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20221209-2.html


OS社及び山本は、複数の勧誘代理店を利用して、顧客を獲得しており、MTLとして FX事業

を開始した令和 2 年 8 月から令和 4 年 7 月末日までの間に、少なくとも延べ 1,950 名の一

般投資家に対し、85 億円を超える証拠金をイーコレ社の銀行口座に入金させています。 

なお、イーコレ社名義の銀行口座に入金された証拠金のうち、40 億円を超える額が、山本

の個人口座ないしは山本の関係会社口座に送金されています。 

OS社及び山本の上記行為は、金融商品取引法第２条第 22項に規定する店頭デリバティブ取

引に該当し、同法第 28条第 1項第 2号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するも

のであることから、無登録でこれを行うことは、同法第 29条に違反します。 

 

山本に対しては、令和 5年 2月 28日に、東京地方裁判所から、当該違反行為の禁止及び停

止を命ずる決定が出されています。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-2.html 

 

証券監視委においては、引き続き、関係機関とも連携しつつ、無登録業者に対して厳正に対

処してまいります。投資者の皆様におかれては、無登録業者と取引を行うことがないように、

注意してください。 

 

※当該申立ての詳細について、さらに知りたい方は、下記の証券監視委のウェブページをご

覧ください。 

申立て：https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20221209-2.html 

決定 ：https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-2.html 

 

【MTLの顧客の皆様へ】 

・東京地方裁判所は、MTLの President（代表者）として活動している山本が金融商品取引

法違反行為（無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと）を行っていたことを認

め、当該違反行為の禁止及び停止を命令しました（令和 5年 2月 28日）。 

・山本及び OS社（MTL）は、金融商品取引業の登録等を受けた業者ではありません。 

・OS 社（MTL）が FX 取引を行う顧客を獲得するに当たっては、複数の勧誘代理店が勧誘行

為を行っていることが確認されています。 

・OS社（MTL）や勧誘代理店は、顧客に MTLのウェブサイト上の口座開設フォームから MTL

証券口座を開設させ、イーコレ社名義の銀行口座に証拠金を入金するだけで、MTLFXという

自動売買システムに基づき自動的に運用が行われ、安定的な利益を上げられるなどとして

勧誘を行っていました。 

・MTLFXのことを、アポロンないしはアポロンライトと称して勧誘している代理店がありま

すが、いずれも、MTLFXと同じものです。 

・顧客の証拠金の預入先であるイーコレ社の銀行口座には、FX 取引の証拠金名目以外の入

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-2.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20221209-2.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230228-2.html


金はないとされていますが、同銀行口座から 40億円を超える額が山本の個人口座又は山本

の関係会社口座に送金されていることが確認されています。 

・【一般投資家の皆様へ】も、併せてご確認ください。 

 

【一般投資家の皆様へ】 

・無登録業者が、実際には契約内容のとおりの取引を行っていなかったなどのトラブルが多

発しています。無登録業者には、金融庁の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分

等が行えませんので、ご注意ください。 

・仮に、海外当局の登録を受けた業者であったとしても、当該海外当局は、他国民との取引

について監督指導等を行わないことや、金融庁と同等の監督権限がないことなどがありま

す。海外当局の登録を受けたことをもって日本と同等の投資者保護を担保するものではあ

りません。 

・一般に、無登録業者は、実際には契約内容のとおりの取引を行っていない商品であったと

しても、返金等を希望する顧客に対し、他の顧客の投資資金を交付することで、返金等に応

じることがあります。これまでに返金等を受けることができていたとしても、そのことをも

って、直ちに当該商品が信頼できるとは言えませんので、ご注意ください。 

・日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。登録等業者一覧等について

は、それぞれ下記の金融庁のウェブページをご覧ください。 

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧：https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html 

・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等： 

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html 

・外国為替証拠金取引（FX取引）の注意点： 

https://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html 

 

3.総合メディカルホールディングス株式会社株券及び株式会社スペースバリューホールデ

ィングス株券に係る内部者取引事件の告発について 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、令和 5年 3月 3日、金融商

品取引法違反（内部者取引）の嫌疑で、嫌疑者 1名を東京地方検察庁に告発しました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230303-1.html 

 

【事案の概要】 

犯則嫌疑者 A は、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社（以下「ポラリス」という。）

に勤務していた従業員であったものですが、 

  

第 1 令和元年 12 月上旬頃、その職務に関し、ポラリスの業務執行を決定する機関が、東

京証券取引所に株券を上場していた総合メディカルホールディングス株式会社（以下「総合

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230303-1.html


メディカル」という。）株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け

の実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である令和 2年 1

月中旬頃から同年 2月上旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名

義で、総合メディカルの株券合計 2000株を代金合計約 420万円で買い付け   

 

第 2 令和 3年 9月下旬頃、その職務に関し、ポラリスの業務執行を決定する機関が、東京

証券取引所に株券を上場していた株式会社スペースバリューホールディングス（以下「スペ

ースバリュー」という。）株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付

けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同年 11

月上旬頃から同月中旬頃までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義

で、スペースバリューの株券合計 2万 7000株を代金合計約 2390万円で買い付け 

 

たものです。 

  

【本件の意義】 

本件は、ポラリスの従業員であった犯則嫌疑者 Aが、総合メディカル及びスペースバリュー

の株券に係る公開買付けの実施に関する事実を職務に関し知り、その公表前に、自己名義で

これらの株券を買い付けたという内部者取引の事案であり、市場の公正性に与えた影響等

諸般の事情に照らし、悪質性が認められます。 

証券監視委は、引き続き、市場の公正性・透明性の確保に向けて、本件のような重大で悪質

な違法行為に対し、厳正に対応していきます。 

 

 

■証券取引等監視委員会ウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/sesc/index.html 

 

■証券取引等監視委員会 Twitter 

https://twitter.com/SESC_JAPAN 

 

■市場へのメッセージ 

https://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.html 
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